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令和４年度 
 

京都市立西陣中央小学校入学児童 

入学のしおり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube 配信 内容 

（１）学校長挨拶 

（２）入学にむけて 

・心得，諸準備 

・給食について 

・保健室より 

・通級指導「さんさん教室」より 

・ＰＴＡ活動について 

その他 添付資料 

       ・銀行振替，就学援助制度について 

       ・学用品（販売）について 

       ・体育服・上靴（販売）について 

・今後の予定  
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入学にむけて 

１．入学までに身につけておいていただきたいことについて 

１）名前を呼ばれたら，「はい」と大きな声で返事をする。 

２）「自分の名前」「学校名」を言う。 

３）声を出して，しっかりとあいさつをする。 

４）「はい」「いいえ」をはっきりと言う。 

５）“ひらがな”で｢自分の名前｣を読んだり，できれば書いたりする。 

６）自分ひとりで，衣服の脱ぎ着をしたり，たたんだりする。 

７）いすにきちんと座る。 

８）好き嫌いを言わず，だれとでも遊ぶ。 

９）“かばん”などへの学用品や本の出し入れが，自分でできる。 

10）簡単なお使いや伝言（知らせたいこと）が，間違いなくできる。 

11）人の話をしっかり聞く。 

12）使った物のあとかたづけをする。物を大切に扱う。 

13）トイレを正しく使う。（和式・洋式） 

（ノック→足の位置→ペーパー→水洗い→手洗い→ハンカチ） 

14）名札をつけたり，外したりすることができる。（安全ピン，補助器具等） 

 

２．登下校について 

13）登校は，８時１０分～８時２５分の間に学校に到着できるようにする。 

14）登・下校のとき西陣中央小学校通学帽をかぶり，【通学路】を歩く。（入学後，し

ばらくの間は，１年生のみ「集団下校」します。くわしくは時間割等でお知らせし

ます。） 

15）知らない人に誘われてもついていかない。 

16）信号にしたがって横断歩道をわたる。 

17）道路の右側を歩き，安全を確かめてから道路を横断する。 

18）“白い線”【路側帯】があれば，はみ出さないようにその内側を歩く。 

 

３．学用品や持ち物（通学服を含む）について 

 

 

 

 

 

 

 

あらかじめ，家の方にご協力をお願いしたいこと。 

・持ち物すべてに，ひらがなで学年・名前を記入してください。（見やすいところに

大きく書いてください。） 

・家庭学習は，仕上げを確認点検してください。 

・子どもと一緒に予定表を見て，翌日の学校の準備をしてください。 

 ※準備が確実になってきたら，手を出さずに見守るなど，成長に合わせて寄り添っ

てあげてください。 

令和４年度  「入学説明会」資料 
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19）教科書は，「入学式」当日に配布します。(無償) 

20）学用品は，P15 に記載しています。 

21）通学服について 

  ・派手でなく，動きやすく，脱ぎ着が楽で，汚れてもいいものを着用してください。 

  ・ハンカチ，ティッシュが入るポケットのついたものがいいです。 

22）靴について 

  ・全館２足制なので，校舎入り口の靴箱で上靴に履きかえる。 

  ・上靴は白を基調としたものを購入する。(学校推奨のものもあります。運動靴は不可。) 

＊上靴の甲とかかとの 2か所にひらがなで記名をお願いします。(P16) 

23）雨具について 

  ・傘やコートなどは，自分で用意できたり片付けたりできるものにしてください。 

24）基本的に子どもにはお金を持たせないでください。(学校から連絡がある以外) 

25）携帯電話の持参は原則禁止。(必要な場合は個別で相談) 

 

４．学校（あるいは担任）と家庭との連絡について 

26）学校から家庭へのお知らせは，各種のプリントによることが多いです。 

プリントは，連絡袋に入れますので，帰宅後，自分で連絡袋を見て，プリントを 

おうちの人に見せる習慣をつけるようにしてください。 

学校への提出物等は，連絡袋に入れてお持たせください。 

27）欠席の場合，「連絡帳」に(特に病気は，症状もくわしく)書いて届けてください。 

その他，生活環境に変化があったときや，知らせておくとよいと思われることは，

担任に連絡しておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席する場合 

・欠席理由と様子を書いて… 

体育を見学する場合 

・見学理由と様子を書いて… 

その他， 

・知っておいてほしい事があ

る場合 

 

児
童
か
ら
担
任
へ
… 

お
う
ち
の
方
か
ら 

学 校 への 連 絡

は，連絡帳にて

お願いします。 

担 任 が 読 ん

で，お返事し

ます。 

緊急や詳細を伝える電話連絡は 

西陣中央小学校 

TEL４３２－５５２２ まで 

連絡がある場合は，必ず見せるよ

う，お子様にお話ください。 

欠席の場合は,きょうだいや近所にお知り合いが

おられる場合はお預けください。 

お電話をしていただいても構いません。 
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学校に置いておくもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日，もって行くもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンカチ，ティッシュペーパー，ぼうし(西陣中央小学校の青い帽子) 

名札（集団下校の期間は，家で付けてくる)， 

筆箱（鉛筆４～５本，赤鉛筆１本，消しゴム１こ）筆箱は箱型のもの。 

    ↑４Ｂ １本と２Ｂ以上 ３～４本  

ソフトしたじき，連絡帳と連絡袋，自由帳 

交通ワッペン（西陣中央小学校の帽子の左側に付けておく） 

給食袋 

 

上靴，粘土，粘土板， 

お道具箱(のり，はさみ，クーピー・パス・コンテ) 

のり，はさみ 

パス，クーピー 

コンテ 

児童机 

お道具箱 

 

はし・はし箱 

タオルハンカチ（小） 

ナフキン 

歯ブラシ・コップ 

給食袋 

給食当番 

エプロンは，学校で用意します。 

当番になった子どもは， 

個人のマスクをおうちで 

用意してください。 
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給食について 
 

１．学校給食のねらい 

 

 

 

  

               

  

 

        

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

２．学校給食の実際 

① 原則として，１週間に月曜日から金曜日の５日間，１年度内１９７回の実施を予定してい

ます。京都市では，学校間の差をなくし保護者の負担をできるだけ軽減し，良い食材を

安く買い入れるため全市統一献立・全市同額の給食費（１食２６２円／１か月４７００円）

・物資一括購入（京都市学校給食協会を通じて）を原則としています。 

② 給食時間は，４５分間です。その間に準備・会食・あとかたづけをします。 

ただし，１年生当初は，給食時間にゆとりをもたせています。 

③ 週４回米飯給食です。④に記載していますように，毎日，清潔なはしを持たせてくださ

い。 

④ 給食の持ち物 

・ナフキン（机の上にひきます。机からはみ出すことのない大きさのものがよい。） 

・お箸とお箸ケース（フォークとスプーン入りはさけてください。） 

・口をふくハンカチタオル 

・歯ブラシ 

・コップ 

これらを入れるひも付きの袋を用意してください。これらの持ち物は，毎日清潔なもの 

を持たせてください。 

⑤ 入学当初から給食の準備，あとかたづけも１年生が行います。 

給食当番の衣服は，学校が用意いたします。当番に当たった週末に当番の衣服を持ち

帰ります。お手数をおかけいたしますが，ご家庭で洗濯しアイロンをお願いいたします。

翌週明けに，必ずお子たちに持たせていただきますようお願いいたします。なお，場合

によっては補修をお願いすることもあります。ご協力をよろしくお願いいたします。当

番のときはマスクも必要です。マスクを忘れると配膳できませんので，必ず持たせてく

ださい。また，給食前には，アルコール消毒をします。 

⑥ コロナ禍の現在は、全員前を向いて「黙食」をしています。 

 

 

適正な栄養量を摂って，

健康の増進をはかる。 

 

健全な食生活を送るた

めに，食事についての

正しい理解と望ましい

食習慣を養う。 

先生や友だちと楽しく食

べることで，学校生活を明

るく豊かなものとする。 

食生活が，いろいろな人

々の活動に支えられてい

ることを知り，勤労を重ん

じる心を育てる。 

食料の生産や流通や消費

について正しい理解に導

くとともに，いろいろな

すぐれた伝統的な食文化

を伝える。 

令和４年度は 

４月１４日(木)から 

給食が始まります！ 
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食前，食後の 

あいさつが 

きちんとできる 

姿勢よく食べる 

３．食物アレルギーについて 

現在，京都市小学校では食物アレルギーがある子どもたちについて，学校給食の牛乳の

不飲用，卵・うずら卵の部分除去を行っています。この除去に関しては，現在医療機関で診

察を受け，医師から『特定の食品の除去』を言われておられる場合のみとしています。 

就学時健康診断の際に提出していただきました「食物アレルギーに関する調査について」

で，お子さんに食物アレルギーがあると答えられた場合は，次回令和４年３月４日（金）（学

用品と体育服等の販売）にお伺いしたいと思います。ご予定ください。 

 

４．入学前の食生活チェック 

□ 毎日，必ず朝ごはんを食べている。 

□ 食事の前には，きれいに手を洗う。 

   □ 「いただきます」「ごちそうさま」を毎食きちんと言っている。 

□ 苦手な食べ物でも，一口は食べるようにしている。 

□ よくかんで食べている。 

□ おはしを正しく持つようにしている。 

□ テレビを見ながら食べない。 

□ 口にいっぱい食べ物を入れて，しゃべらない。 

□ おやつは，時間と食べる量を決めている。 

□ 魚の骨は，自分で取って食べられる。 

□ みかんの皮は，自分でむいて食べられる。 

□ いつまでも，ダラダラと食べていない。 

□ 食事の準備や後片付けの手伝いをしている。 

 

現１年生も入学当初，給食に不安をもっている子たちも少なからずいました。しかし，今で

は，おかずだけでなくご飯も食べられる量が増えてきています。 

   「小学校へ行くと，いろいろな給食がでてくるよ。」とか「おいしいよ。」と，お子たちにお声

をかけていただけると，不安もきっと少なくなることと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はしを正しくもつ すききらいをしない よくかんで食べる 
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保健室より 
健康で楽しい学校生活を送っていくために 

 

子どものこころとからだの成長に寄り添って･･･ 
子どものこころとからだが健やかに成長できるよう，家庭と学校で連絡を取り合いなが

ら，子どもの様子を見守り，寄り添い，必要な関わりを考えていきましょう。 

 保健室からたくさんのことをお知らせします。ご不明な点などがありましたら，その都

度，学校へお問い合わせください。 

          

学校生活に合わせた生活リズムを大切に 
基本的な生活習慣は健康の土台です 

 

①早ね・早おき   ９時には寝て，７時には起きよう! 

子どもは昼間の活動が盛んです。1 日の身体や心の疲れをとり，身体の成長を促すとと

もに抵抗力を高め，さらに学習内容の定着を図るために，夜は早く寝て，しっかり深い睡

眠をとることが大切です。７～９歳の子どもにとって必要な睡眠時間は，１０～１１時間

です。また，目覚めてから大脳が活発に働くためには，1～２時間かかるといわれていま

す。１校時目の授業からすっきりした頭で学習するために，朝７時には自分で起きられる

ようにしてください。 

 

②排梗   １日に１回は必ずしよう! 

便をためていると頭がボンヤリしたり，腹痛をおこしたりして学習の意欲がわかなくな

ります。できる限り，朝の登校前にすませるように習慣づけましょう。 

 

③栄養のバランスのとれた食事を   朝食はしっかり食べよう! 

三度の食事が，健康な身体の発育の基礎となります。栄養バランスのとれた食事をお願

いします。特に朝食は大切で，朝食を抜くと，脳の血糖が下がり，上手く働かず，学習ど

ころではなくなります。 

 

④身のまわりのことは自分でできるように 

＊手洗い・うがいの習慣          

＊正しいトイレの使い方 

＊ハンカチ・ティッシュペーパーの持参  

＊朝の洗顔・食後の歯みがき 

＊爪切り 

『朝，時間の余裕をもって身じたくできるよう，早寝・早起きをしましょう。』 
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子どもの健康と安全を守るために 

①健康診断 

学校では，法律に基づき，４～６月にかけて，からだの成長やさまざまな病気の有無を

知るために健康診断を行います。健康診断を通して，子どもが自分のからだの主人公とし

て，大切にしようという思いをもったり，健康に過ごせるように生活を見直したりする機

会にしてほしいと願っています。  

健康診断の結果，治療を要する疾病・異常があった場合はその都度お知らせいたします。

早めに受診・治療をしていただき，お子さまが安心して学校生活を送れるように，ご協力

よろしくお願いいたします。ただし，学校で行う健康診断は，集団実施で異常の疑わしい

ものはすべてチェックするスクリーニングで，確定診断ではありません。そのため，専門

医に受診された結果，「異状なし」ということもありますので，ご理解ください。 

治療を要する疾病・異常がなかった場合は，長期休業前に「健康診断の結果」というプ

リントでお知らせします。 

 

②健康観察 

学校では，学習活動の第一歩として『朝の健康観察』を行っています。子どもが自分の

からだを見つめることでからだの変化に気付き，自分から伝えられるようになることを願

っています。 

朝の忙しい時間ではありますが，ご家庭でも，お子さまの様子に目を向けていただくこ

とで，子ども自身の健康観察力を高めるとともに，早めの対応により，お子さまの体調悪

化を防ぎ，学校での集団感染予防にもつながります。 

 

＊元気に起床できたか？   

＊顔色・機嫌はどうか？ 

＊熱はないか？ 

＊食欲はどうか？  

＊排便の様子は？ 

＊その他いつもと変わったところはないか？ 

 

体調面だけでなく，何か気がかりなことがありましたら，連絡帳などでお知らせくださ

い。また，欠席・遅刻される場合は，始業前までに，連絡帳や電話などで欠席理由や様子

などを詳しくお知らせください。 
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出席停止になる疾病 

学校は，多くの子どもたちが集団生活する場です。ここで伝染病が発生すると，すぐに

広がります。それを予防するために出席停止の措置があります。 

学校保健安全法で定められている伝染病(学校保健安全法施行規則第１９条) 

～出席停止をおこなう病気～ 

第一種 急性灰白髄炎（ポリオ），ジフテリアなど 

第二種 
インフルエンザ，百日咳，麻疹，流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)，風疹， 

水痘(水ぼうそう)，咽頭結膜熱(プール熱)，結核 

第三種 腸管出血性大腸菌感染症，流行性角結膜炎，急性出血性結膜炎など 

 

出席停止の病気にかかった場合は，学校へ連絡していただき，必ず医師の許可を得てか

ら登校を再開してください。登校される際には，学校からお渡しする「登校許可書」を保

護者の方でご記入の上，登校時にお持たせください。 

 

③学校管理下における傷病の処置について 

お子さまが学校でけがをされましたら，保健室で応急処置を行います。保健室は医療機

関ではありませんので，医療行為や継続した手当てはできませんのでご了承ください。応

急処置は，下記のような処置をします。その後は，お家で，お子さまに応じた処置をお願

いいたします。 

 

 

 

 

このような処置において，アレルギー等で配慮が必要な場合は，必ず保健調査票等にご

記入ください。医療機関の受診が必要なけがの場合は，状況に応じてご家庭と相談のうえ

受診します。（ただし，緊急の場合はこちらで判断します） 

体調が悪くなった時は，保健室で休養しながら様子を見ます。（内服薬は置いていませ

ん。）症状がよくならない（授業が受けられない）場合は，連絡をしますのでお迎えをお

願いします。 

 

＊緊急時に，保護者の方とすぐ連絡がとれる連絡先（職場や携帯電話の番号等）を必ずご

記入ください。また，変更があった場合は必ず担任までお知らせください。お家の方と

連絡がとれることで，お子さまも安心されます。 

 

 

・擦り傷，切り傷など ：しっかり水洗いをし，必要に応じて絆創膏やガーゼを貼付。 

必要時のみ，消毒。 

・打撲，捻挫など   ：保冷剤などで冷やす。必要時のみ，湿布薬を貼付。 

・虫刺されなどのかゆみ：かゆみどめを塗布。 
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④独立行政法人 日本スポーツ振興センター 

子どもたちが，学校管理下(登下校中も含む)でけが等をされ，医療機関で受診した場合，

医療費が給付される共済給付制度です（特定医療機関受診に係る費用については給付され

ません）。ただし，保険証を使って１５００円以上の治療費が発生した場合が対象となり

ます。掛け金は１人年間４６０円で，毎年４月に全員加入でお願いしています。「スポー

ツ振興センター『災害共済給付制度』への加入について」をよくお読みください。加入に

あたって，加入同意書と委任状をご提出ください。 

 

⑤医療用医薬品の取り扱いについて 

医療用医薬品を使用することは，医療行為にあたるため，原則として教職員が行うこと

はできません。しかし，学校において医療用医薬品の使用や預かりが必要な場合もあるか

と思います。その場合は，学校でできる体制を整えていきたいと考えていますので，ご相

談ください。 

 

⑥アレルギーや既有疾患について  

アレルギーや既有疾患などで，学校生活上留意する必要がある場合（生活・運動制限，

給食の除去やお弁当持参など）は，入学前にお知らせいただくとともに，保健調査票にも

ご記入ください。必要に応じて，医療機関での生活管理指導表の記入など，保護者の方に

お願いしなければならない点があります。 

  

⑦ フッ化物洗口 

 京都市の小学校では，歯質強化とむし歯予防のため週 1 回のフッ化物洗口をしています。

希望制ですので，後日配布いたします『フッ素でむし歯予防』をお読みいただき，希望の

有無をご検討ください。検討のうえ，希望調査書をご提出ください。 

 

⑧ 学童う歯対策の制度 

子どもたちの発育・成長に大切な役目をする「歯」を守る意味から行われている京都市

独自の制度です。「むし歯」は，放置したままでは治りません。「乳歯だから」「痛がら

ないから」と放置せずに，しっかり治療を受けてください。京都市在住の小学生は，保険

証持参で，むし歯の治療を無料で受けられます。保険証がない場合は，福祉事務所で医療

券の発行を受けてください。 

 

⑨医療援助制度 

 学校保健安全法に定める疾病（中耳炎・慢性副鼻腔炎・結膜炎・頭じらみ等）について，

経済的に治療が困難な場合は，費用を公費で負担する制度があります。 

 ＊詳しいことは，学校にお問い合わせください。 



１１ 

 

 

 

 

 

 

 
今季は雪が多く降り，子ども達が大喜びの冬でした。その厳しい寒さも少しずつ和らいできたよう

に思います。 

新 1 年生の保護者様におかれましては，西陣中央小学校の入学に向けて，少しずつ準備を始められ

ていることかと思います。本校教職員一同，新 1年生の皆さんに会えることを心待ちにしています。 

 

西陣中央小学校の中には，【通級指導教室】という教室があります。この【通級指導教室】は，以下の

ような“困り”を応援している教室です。園や児童館，放課後デイサービス，病院，SNS 等で既にご存じ

の方も多くいらっしゃるかと思います。ご関心があるようでしたら，いつでも教室見学にお越しくださ

い。 

 

【ほんの一例です】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊通級指導教室(さんさん教室)では，お子さんの“困り”をできるだけ早く見つけ，できるだけ早い

時期に適切に応援すること(早期発見・早期支援)がとても大切だと考えています。何か気になる

ことがあるようでしたら，どうぞ気軽におたずねください。    

 

 
 
 

 

友だちと仲良くし

たいのに，何だか上

手くいかない。 

 

自分の気持ちをコン

トロールするのが難

しい。 

 

大きな文字を読むことは

できるが，小さな文字やた

くさんの文字が読みにく

い。 

 

細かいことをする

のにとても時間が

かかる。 

 

集団の中で，学習するこ

とに不安を感じたり，内容

を理解するのにとても時

間がかかったりする。 

 

ひらがな・カタカナ等 

覚えることに苦手さを感じ

る。書くことに困難さを感じ

る。 

 

会話が続かなかった

り，かみ合わなかった

りして，コミュニケーシ

ョンに困りを感じてい

る。 

通級指導教室のお知らせとご案内 

 

ブランコや滑り台等

からだを使う遊び

をやりたがらないこ

とがよくある。 

 

スキップや真っ直ぐ

に走ること等，からだ

の動きがぎこちなく

感じる。 



１２ 

銀行振替，就学援助制度について 
学校預り金・給食費・PTA 会費 

学校教育に要する経費のうち，直接，児童に還元される経費（個人負担となる経費）に

ついては，学校預り金として保護者から実費集金させていただきます。 

 また，給食費・ＰＴＡ会費の納入についても学校預り金の振替と同時に行い，それぞれ

の会計に入金をさせていただきます。納入（集金）について，保護者のご負担が過重にな

らないよう計画的・効率的に実施させていただきますので，ご協力お願いいたします。 

 

１．取扱金融機関  京都中央信用金庫 

２．口座振替日  毎月１０日(毎月１回のみの引き落としとなります。) 

・振替日が銀行休業日(土・日曜，祝日)の場合は，翌営業日になり

ます。 

・４月は手続きのため，引き落しは５月からとなります。 

３．口座振替内容  給食費・学校預り金(教材費など)・積立金(修学旅行費など) 

４．口座振替手続き 

（１）預金口座の設定 

・京都中央信用金庫の預金口座をすでにお持ちの方 

‥‥その口座をご利用いただけます。 

・京都中央信用金庫の預金口座をお持ちでない方 

‥‥京都中央信用金庫にて口座の開設をお願いします(支店はどこでも)。 

（２）「預金口座振替依頼書」の提出 

・預金口座をお持ちの方，お持ちでない方は口座を開設し「預金口座振替依頼

書」に必要事項をご記入の上，京都中央信用金庫の銀行窓口にご提出ください。 

※既に兄・姉が手続きされている場合も必要です。(児童一人ずつに依頼書が必要) 

    ※「預金口座振替依頼書」は３月４日（金）にお渡しします。 

（３）その他 

・毎月の振替については，受領書は発行いたしませんので，預金通帳でご確認を   

お願いします。 

・ご登録いただいた口座は，学校預り金の返金や各種交付金・補助金・給付金等

の振込にも使用させていただきます。 

・お忙しい中恐縮ですが，３月１８日（金）までに手続きの完了をお願いします。 

 



１３ 

「預金口座振替申込書・預金口座振替依頼書」記入例 

 

１ 用紙に必要事項をご記入いただき，京都中央信用金庫の窓口にご提出ください。銀行

経由で学校に書類が届きます。 

「申込書・依頼書」両書類を窓口にお渡しください。    

２ 預金口座の欄は通帳名義の方のお名前を記入してください。  

契約者名につきましては保護者名をご記入いただき，児童氏名には必ずフリガナをご

記入ください。 

３ お届け印を間違われないようにしてください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通帳名義の方の 

お名前とフリガナの記入 

お届け印を間違われないように

してください。 

学年・組・番号は，

入学後に学校の方で

記入します。 



１４ 

就学援助制度について 

 

京都市ではお子さんが，京都市立小・中学校に通学するにあたり，経済的な理由により，

お困りの保護者に対し学用品や給食費などを援助する「就学援助制度」を設けています。

令和４年度の申込みについては，下記のとおりの取扱いとなりますので，よろしくお願い

します。 

 

１ 申込みについて 

就学援助の申込みを希望される場合は，マイナンバーから所得金額等が確認できる

ことから，マイナンバーを申告してください。 

これにより，所得に関する証明書の提出は原則不要となります。 

 

・マイナンバーの申告は，世帯変更等が生じない限り，1度申告いただければ次年

度以降の継続手続きの際は不要となります。 

・他市町村からの転入などにより，令和３年 1月 1日時点で京都市に住民票が無

い方は，公的機関が発行する所得証明書等の提出が必要です。 

     

 

２ 提出書類について 

   就学援助の申込みをされる方は，以下の書類を保護者の方が直接学校へご持参くだ

さい。 

 

  ・新規認定申込書 

  ・マイナンバー申告書 

  ・申込者のマイナンバーが確認できる書類 

   〈例〉個人番号カード，通知カード，個人番号が記載されている住民票の写し等 

  

 

 

 

 

※詳細については，『令和３年度 就学援助制度のお知らせ(入学前新

規)』というパンフレットでご案内しています。パンフレットをお持ち

でない方は学校へお申し出ください。 



１５ 

学用品販売について［３月４日（金）］ 
  

学習で使用します学用品などを下記の通り販売いたします。これらの学用品は，学校で

の学習活動がより効果的にできるようにとの考えで，全員共通で購入していただく物と，

種類は違っていてもそろえていただきたい物があります。よろしくお願いします。 

〔全員に購入していただく学用品〕 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

体育服・上 

クーピーは 

１２色でも可 

〔種類は違っていても，そろえておいていただき 

たいもの〕 

クレヨンは 

不可（クレパ

スの代わりに

は な り ま せ

ん） 

３/４（金）に，この申込袋（封筒）を

お渡しします。 

購入品について予め決めておいてくだ

さい。 

※鍵盤ハーモニカについて 

１年生で使いますので，持っておられない方

は，今後，購入していただきます。ご予定くだ

さい。 



１６ 

体育服・上靴販売について［３月４日（金）］ 
 

体育の服装について 

  運動しやすさ等を考えて，上は白色の半そで・下は紺色のハーフパンツを規準として

います。３/４（金）に，販売いたします。 

 

上靴について 

白を基調とした靴をご準備ください。学校推奨のデザイン 

のものがあります。購入先は特に限定しておりませんが，本 

日，体育の服装とあわせて販売しています。体育館での運動 

は上靴でします。（ひも靴は適しません。） 

    ※学校指定の上靴には写真のようにご記名ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月 

令和４年３月４日（金） 



１７ 

入学式までの予定のお知らせ 

３月４日（金） １３：３０～１６：３０ 

学用品・体育服・赤白帽・上履き販売 
※入学説明会終了後，１年生教室へお子たちを迎えに行かれてから，教室前で 

 

   受付     １階 

学用品販売  １階 ランチルーム 

   体育服等販売 １階 会議室 

   ※「食物アレルギーに関する調査について」で，お子様に食物アレルギーがあると

回答された方は，この日に，栄養教諭及び養護教諭とお話をしていただきますの

で，お時間等，ご予定ください。 
 

４月８日（金） 受付１０：００～１０：１５  １０：３０開式 

入学式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月８日（金）にお渡しするもの 

・教科書など ・児童用名札 ・学年だより 

・就学援助制度について ・心臓病調査票 

・西陣中央小学校の通学帽【西陣中央小学校教育会より】 

・入学お祝いプレゼント〈ランドセルカバーなど〉【上京区交通安全協会より】 

・保護者用名札・防犯ブザー【ＰＴＡより】 

３月４日（金）にお渡しするもの 

①保健調査票  

②感染症の予防接種・既往歴調査票（ピンク色の用紙）  

③独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の加入の同意書・委任状  

④緊急時引き渡しカード 

⑤学校ホームページ等での個人情報に関する承諾について  

⑥フッ化物洗口希望調査書 

⑦家庭環境調査票 

⑧ＰＴＡ 

⑨入学式の案内 新年度になり提出していただ

くものや，配布させていただく

ものに変更等が発生するかもし

れません。ご了承ください。 


